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１ 解 説  
本指針は、水道法（昭和 32 年 6 月法律第 177 号）、水道法施行令（昭和 32 年 12 月政

令第 336 号）、水道法施行規則（昭和 32 年 12 月厚生省令第 45 号）、水質基準に関する

省令（平成 15 年 5 月厚生労働省令第 101 号）及び給水装置の構造及び材質の基準に関す

る省令（平成 9 年 3 月厚生省令第 14 号）並びに越谷･松伏水道企業団給水条例（昭和 36

年 3 月条例第 5 号。以下「給水条例」という。）及び同条例施行規則（平成 10 年 3 月規

則第 1 号。以下「施行規則」という。）に基づき、越谷市・松伏町において施工される給

水装置工事について必要な事項を定め、給水装置工事の適正な施工を図ることを目的とす

る。 

２ 用語の定義  
この指針において、用いられる主な用語の定義は、次のとおりとする。 

(1) 企業団とは、越谷･松伏水道企業団をいう。 

(2) 管理者とは、越谷･松伏水道企業団企業長をいう。 

(3) 指定工事業者とは、水道法第 16 条の 2 第 1 項の規定に基づき、管理者の指定を受け

た越谷･松伏水道企業団指定給水装置工事事業者をいう。 

(4) 主任技術者とは、国土交通大臣及び環境大臣が交付する給水装置工事主任技術者免状

を受けた給水装置工事主任技術者をいう。 

３ 給水装置工事の定義  
給水装置工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいい（水道法第 3 条第 11 項）、こ

れらの工事には、給水装置の新設、改造、修繕及び撤去の全てが含まれる。また、工事に

は、調査、計画、設計、施工及び検査の一連の過程が全て含まれる。 

ただし、製造工場内で行う給水管、給水用具の組立作業などは給水装置工事には含まれ

ない。 

４ 給水装置の種類 
この指針における、給水装置とは次のとおりである。 

(1) 専用給水装置  1（世帯・戸）又は 1 箇所で専用するもの。 

(2) 共用給水装置  2（世帯・戸）又は 2 箇所以上で共有するもの。 

(3) 私設消火栓   消防用に使用するもの。 

５ 給水装置の設置 
(1) 給水装置は、1 設置場所あたり配水管又は配水支管の 1 箇所から分岐して設置し、こ

れに水道メーター（以下「メーター」という。）1 個を設置することを原則とする。 

(2) 給水装置は、給水装置工事申込者（以下「申込者」という。）又は前所有者から所有権

の移転を受けた者の所有とする。 
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６ 給水装置工事の種別  
給水装置工事の区分は次のとおりとする。 

(1) 新設工事    新たに給水装置を設置する工事。 

(2) 改造工事    給水管の増径、管種変更、給水用具の増減及び変更等を行う工事。 

(3) 撤去工事    給水装置を全て撤去する工事。 

(4) 修繕工事    給水装置の原型を変えずに給水管、給水栓等の部分的な破損箇所を修

繕する工事。 

７ 申込みの際に必要な費用  
申込者は、加入者分担金（表 1-1）及び各種手数料（表 1-2 及び表 1-3 等）を納付し

なければならない。 

８ そ の 他  
この指針に定めのない事項については、別途協議する。 
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表 1-1…加入者分担金（税抜） 

表 1-2…各種手数料（非課税）

表 1-3…その他手数料

13㎜･20㎜ 25㎜ 40㎜ 50㎜ 75㎜ 100㎜

220,000 430,000 1,440,000 2,450,000 6,300,000 12,000,000

メーター口径

金額 (円)

工事検査手数料メーター又は 設計審査手数料 工事立会手数料
分岐口径 （メーター口径・個数による） （分岐口径・箇所による） （メーター口径・個数による）

25㎜以下 2,000円 4,800円 1,000円

40㎜以上 3,200円 7,600円 2,000円

特定集団住宅認定検査料 共用・子メーター各1個 1,000円（非課税）

指定給水装置工事事業者 指定手数料 1件 20,000円（非課税）

特定集団住宅隔測メーター維持管理負担金 共用・子メーター各1個 15,000円　（税抜）
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図 1-1…越谷･松伏水道企業団給水装工事申込フローチャート 

・業務の委任

・申込契約

①工事申込者に確認すること 事前調査

②水道事業者に確認すること

③現地調査により確認すること

・直結式給水 事前協議

・増圧式給水　  　　　の検討

・貯水槽式給水

申請 ・給水装置工事申込書審査

・関係必要書類

a.道路占用許可書作成 b.道路占用許可受付

・市・町・県・国道路管理者 申請 （企業団が受付及び取り纏め

・私道土地所有者 道路管理者に提出）

・道路種別等の確認

・占用台帳記入

発行

d.道路占用許可書受取り c.道路占用許可

発行

e.道路使用許可書提出

・所轄警察署との協議

f.道路使用許可書受取り

納入 ・水道番号確定

g.工事（穿孔）施工日の設定 gへ       11へ（穿孔工事が無い場合）

h.給水装置工事着工届作成 i.給水装置工事着工届受付

提出 ※土日祝日含まず、施工日の3日以上前

予約簿記入

1.給水装置工事申込

5.給水装置工事申込書作成

9.分担金・手数料納入

8.納入通知書受取り 7.納入通知書

10.分担金・手数料納入確認

4.給水方式の決定

※道路掘削が伴う場合

　　　給水装置工事フローチャート(標準)

6.給水装置工事設計書審査

2.基本調査

給水申込者（お客さま）

指定給水装置工事事業者（工事店） 越谷・松伏水道企業団（施設課給水装置担当）

3.埋設調査・給水計画協議
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図1-2…越谷･松伏水道企業団給水装工事申込フローチャート （ 続き）  

k.仮復旧 j.工事（穿孔）立会検査

・本復旧までの落込みﾊ゚ﾄﾛーﾙ ※当日AM9：00までに実施連絡

・共同住宅は部屋割り表を作成

・共同住宅等、複数個（4個以上）出庫する場合は、

事前に書類を提出し、後日出庫（概ね2日後以降、要調整）

･チェックリスト添付 提出

(残留塩素測定等)

立会検査

交付

l.舗装本復旧着工届 m.舗装本復旧着工届審査

提出 ※土日祝日含まず、施工日の3日以上前

・自社復旧以外（②と③）は本復旧を確認すること nへ

①自社復旧

②本復旧は他事業者にて施工

③他占用事業者との調整

n.道路本復旧工事竣工届 o.舗装本復旧竣工図書審査

・復旧伝票、写真、施工図 提出

q.舗装本復旧検査立会 p.舗装本復旧検査

立会検査

s.完成検査証受取り r.完成検査証

交付

17.竣工検査立会

13.章標（水道番号）及び水道メーターの貸与

15.竣工図審査

11.竣工届作成

14.竣工図提出

提出12.給水契約申込書作成

・自然転圧期間は概ね3ヶ月を目処に復旧

19.工事竣工検査証受取り 18.工事竣工検査証

16.竣工検査
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